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その役割が小さいものであるとはいいがたい
面を併せ持っている。
　業務という側面から論じるのであれば、そ
の是非は別として、上述の議論で問題はない
のであろうが、それらの業務に携わる人材の
存在に目を向けると、異なる問題が多く存在
している。派遣人材と請負人材は、指揮命令
権の関係など異なる契約関係を有する人材で
あるが、実際に労働力を提供する就業先とは
雇用関係（契約）を持たないが、その点に起
因した共通の問題が含まれている。
　本稿においては、勤務先と雇用関係を有し
ない派遣人材と請負人材に対して、人的資源
管理の概念はいかなる示唆を与えるものであ
るかを検討することにより、これらの人材を
活用する企業が抱える課題を明らかにしてい
く。

₁．非正規従業員の雇用機会の拡大

　多様な雇用形態の存在については、臨時工
の存在として横山源之助が『日本の下層社会』
で「日傭稼」を１、１９０１年出版の『職工事情』
では「臨時傭職工」を取り上げたことに始ま

はじめに

　１９９０年代からの長期的な不況を脱し、景気
回復基調が続いているといわれる。雇用統計
においても完全失業率の低下（３．6%、２００7年
７月）や有効求人倍率が１．０倍を超える状況
が２００5年１２月から続くなど、明るさを取り戻
した感もある。その一方で、いわゆる正社員
の採用抑制は長く続き、パートタイム労働者、
契約社員、派遣社員など非正規従業員の雇用
が拡大してきた。その状況に呼応するように
市井には、非正規従業員の活用こそが企業業
績へのカギであると謳う書籍も多く並ぶ。
　確かに、９０年代後半を通じて労働市場の規
制緩和は進み、とくに人材派遣を活用可能と
する場面は急激に増加してきた。典型的には、
物の製造の分野における派遣が解禁されたこ
とがあげられる。さらに近年では、人材派遣
契約と業務請負契約を繰り返し更新するケー
スやいわゆる偽装請負と指摘される問題も表
面化している。多くの変化や問題点が包含さ
れる一方で、９０年代に叫ばれた産業空洞化の
回避に不可欠な存在であったとの指摘もあり、
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してきた。
　上述のように正社員とは異なるタイプの労
働者として、あるいは労働市場を構成する一
部分として非正規従業員が把握され、非正規
従業員をめぐる議論も展開されてきた。パー
トタイム労働者の就業状況に関する代表的な
議論を取り上げると、①常用パートの存在、
②再就職形態としてのパートのパターン化、
③税制、社会保険制度や配偶者手当と関連し
た問題４、④正社員との賃金格差をはじめと
する待遇格差や職務格差の問題５などがある。
これらパートタイム労働者をめぐる諸問題は、
古くから議論されてきた問題であるが、家計
の補助的役割と位置づけられることが多いこ
とも一因であろうが、パートタイム労働にお
いては、それらの議論は起こるものの解決に
向けた進展がみられるとはいいがたい。
　今日の非正規従業員の状況や課題に大きな
影響を与えた議論として、当時の日本経営者
団体連盟（以下、日経連と略記）が１９９5年に
発表した『新時代の「日本的経営」－挑戦す
べき方向とその具体策』における「雇用ポー
トフォリオ論」をあげることができる。「雇
用ポートフォリオ論」の概略に簡単に触れる
と、雇用形態を大きく「長期蓄積能力活用型」、

「高度専門能力活用型」、「雇用柔軟型」の３つ
のタイプに分けて捉えるものである。
　第１の「長期蓄積能力活用型」は、従来の
長期継続雇用という考え方に立って、企業と
しても働いてほしい、従業員としても働きた
いというグループであり、能力開発はOJTを
中心とし、Off-JT、自己啓発を包括して積極
的に行い、処遇は職務、階層に応じて考える
とする層である。第２の「高度専門能力活用
型」は、企業の抱える問題解決に、専門的熟
練、・能力をもって応える、必ずしも長期雇

るといわれるように２、新しい問題ではない。
その後も、常用工あるいは正社員とは異なる
雇用形態として、臨時工から転じた社外工、
家内労働従事者、パートタイム労働などの存
在が取り上げられてきた３。総務省「労働力
調査」においても、調査開始初期より「日雇」
雇用者について、あるいは１９5９年から「臨時」
雇用者について統計が取られているように、
その存在は広く知られてきたといえる。高度
経済成長期においては、週３5時間未満の短時
間労働者を意味するパートタイム労働者が製
造業を中心に増加してきたが、経済のサービ
ス化・ソフト化が進展するなかでサービス産
業における活用が拡大していった。
　また、企業内労働市場の特徴としても、多
層化した構造が認識されてきた。図表１に示
される社外工、請負工、派遣社員などの非直
用の従業員で構成される準企業内労働市場の
存在や嘱託、有期契約社員、パート、アルバ
イト、季節従業員や出向者などが、企業内
労働市場の基幹労働力の養成をガードする
ショック・アブソーバーの役割を果たし、企
業内労働市場の弾力性を保つ存在として機能

 

正社員

準企業内労働市場

出所：佐野（1989）を一部変更
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図表１　労働市場の構造
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ては、大きく働き方の見直しを迫るものとい
える。また、雇用期間の長短（あるいは有無）
を第一の指標として人材のタイプを分類する
点も議論の分かれるところといえる。
　しかし、企業における活用実態に目を向け
ると、日経連の指すところの「雇用柔軟型」
従業員が飛躍的に増加することになる。厚生
労働省による就業形態に関する代表的な調査

（図表２）を用い、平成６（１９９４）年と平成
１5（２００３）年の状況を比較すると、非正社員
比率の高まりは明らかであり、同様に「労働
力調査」（総務省）や、「労働者派遣事業の各
年度事業報告」（厚生労働省）など他の労働
統計においても、非正規従業員の量的増加は
確認されている。これら非正規従業員のなか
には、「専門性の発揮志向」、「組織への心理的・
時間的拘束への抵抗」などの理由により主体
的に選択しているものもいるが、「正社員とし
ての雇用機会がない」ことを理由にあげるも
のが特に契約社員（３6．１%）と派遣社員（４０．０
%）に多い点は９、「就業形態の多様化」とい
う一見望ましそうな文言に隠された負の側面
が表出しているものと捉えられる１０。

用を前提としないグループであるが、わが国
全体の人材の質的レベルを高めるとの観点に
立って、Off-JTを中心に能力開発を図るとと
もに、自己啓発の支援を行う。処遇は、年俸
制にみられるように成果と処遇を一致させる。
第３の「雇用柔軟型」は、企業の求める人材
は、職務に応じて定型的業務から専門的業務
を遂行できる人までさまざまで、従業員側も
余暇活用型から専門的能力の活用型までいろ
いろいるグループで、必要に応じた能力開発
を行う必要がある。処遇は、職務給などが考
えられる６。
　上記の雇用ポートフォリオ論は、９０年代の
大規模な人員削減の背景と相まって多くの議
論が展開され、人的資源管理のテキストでも
取り上げられてきた７。雇用ポートフォリオ
論は、「長期的視点に立って、人間中心（尊重）
の下、従業員を大切にしていくという基本的
な考え方は変わっていない８」と謳われるも
のの、人員削減を伴うリストラクチャリング

（事業の再構築）を推進し、賃金は固定費的
な性格から職能・業績反映型への見直しを求
めるものであり、少なくとも労働者側にとっ

（単位：％）
正社員 非正社員

出向社員 派遣社員
パート
タイム
労働者

臨時的
雇用者 契約社員 嘱託社員 その他

平成６年調査 男女計 ７７．２ ２２．８ １．４ ０．７ １３．７ ４．４ １．７ - １．０
平成１１年調査 男女計 ７２．５ ２７．５ ０．４ １．１ ２０．３ １．８ ２．３ - ０．７
平成１５年調査 男女計 ６５．４ ３４．６ ０．６ ２．０ ２３．０ ２．４ ２．３ １．４ ３．４

平成６年調査 女性　 ６１．４ ３８．６ ０．５ １．２ ２８．６ ５．１ ２．２ - １．０
平成１１年調査 女性　 ５３．０ ４７．０ ０．４ １．８ ３９．６ ２．０ ２．６ - ０．６
平成１５年調査 女性　 ４４．４ ５５．６ ０．６ ３．４ ４２．５ ０．８ ２．９ ０．９ ４．６
注：平成６年および１１年においては嘱託社員の分類は行われていない
出所：厚生労働省「就業形態の多様化に関する総合実態調査」

図表₂　就業形態の多様化の進展
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供給して使用させる事業、すなわち労働者供
給事業を禁止してきた。ところが、社会経済
の変化、労働者意識の変化などが起こるなか
で、企業と労働者のニーズに応える役割が認
識され、反社会性のない労働者供給事業を労
働力需給調整システムの１つとして制度化し
たのが労働者派遣事業である１３。
　人材派遣法制定当時から懸念されていた問
題の１つが使用者責任の問題である。派遣さ
れる労働者側についてみると、雇用契約が派
遣元事業主との間で結ばれる以上、労働者に
対する使用者責任は、派遣元の人材派遣会社
が負うことになる。しかし、実際には注文主
の企業（派遣ユーザー）で就業するため、具
体的な就業条件が不明確となる場合や、業務
遂行上の指揮命令の実態いかんでは、労働基
準法等労働者保護規則に定める使用者として
の責任をどちらの事業主が負うべきかが不明
確となる可能性がある点があげられてきた１４。
　２００7年９月現在において、労働基準法にお
いて派遣元および派遣先に対して以下の項目

₂．派遣人材・請負人材と法的環境

　本稿の中心課題である、派遣人材と請負人
材については、その雇用契約等の関係が異な
ることなどから最初にその法的な位置づけを
明確にしてから本題に入ることとしたい１１。
　労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己
の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受
けて、この派遣先のために労働に従事させる
ことを業として行うことをいう。その業務お
よび労働者の保護は１９８5年に制定された「労
働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律（以下、
人材派遣法）」により規定される１２。人材派遣
法は紆余曲折を経て制定に至ったが、法制定
以前から「いわゆる人材派遣業」は多く存在
しており、職業安定法との関係が問題視され
ていた。１９４7年に職業安定法が施行された当
時は、労務供給事業が広く行われ、強制労働、
ピンハネなどの弊害が発生していたことを踏
まえて、自己の支配下にある労働者を他人に

雇用関係労働者派遣
契約

派遣先
（派遣ユーザー）

派遣元
（派遣会社）

派遣社員

人材派遣

指揮命令関係

雇用関係
指揮命令関係

業務請負
契約

請負先
（請負ユーザー）

請負元
（請負会社）

請負社員

業務請負

図表₃　人材派遣と業務請負
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１０４条）、報告の義務（第１０４条の２）、国の援
助義務（第１０5条の２）、（就業規則を除く）法
令規則の周知義務（第１０6条）、記録の保存（第
１０９条）が適用される。
　また、男女雇用機会均等法における、職場
における性的な言動に起因する問題に関する
雇用管理上の配慮（第１１条）、妊娠中及び出
産後の健康管理に関する措置（第１２条）につ
いては、派遣元と派遣先の双方に適用される。
　このように雇用主としての派遣元と、就業
先としての派遣先における責任は明確にされ
ているが、特に契約期間中の解約、時間外手
当の不払い、契約外業務に関する問題など労
働契約に関するトラブルは依然として残され
ている１６。
　一方、業務請負とは、民法第6３２条に「請
負は、当事者の一方がある仕事を完成するこ
とを約し、相手方がその仕事の結果に対して
その報酬を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる」と規定されるように、労
働の結果としての仕事の完成を目的とするも
のであり、請負契約においては注文主と労働
者との間に指揮命令関係が生じない。これら
の関係をより明確にするために、当時の労働
省から労働者派遣事業と請負により行なわれ
る事業の区分に関する基準（昭和6１年４月１7
日労働省告示第３7号）が告示されており、次
に掲げる要件を全て満たすことにより適正な
業務請負とみなされる。
　第一に、請負事業主は、自己の雇用する労
働者の労働力を自ら直接利用する。具体的に
は、①労働者に対する業務の遂行方法に関す
る指示、業務の遂行に関する評価等に係る指
示などを自ら行うこと。②労働時間等（始業・
終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、時間外
労働や休日労働など）に関する指示を自ら行

が適用対象として区分される１５。
　派遣元に対しては、均等待遇（第３条）、
男女同一賃金の原則（第４条）、強制労働の
禁止（第５条）、労働契約（第１３～２３条）、賃
金（第２４～２８条）、１箇月単位の変形労働時間
制（第３２条の２）、フレックスタイム制（第
３２条の３）、１年単位の変形労働時間制の協定
の締結・届出（第３２条の４）、時間外・休日
労働の協定の締結・届出（第３6条）、時間外・
休日、深夜の割増賃金（第３7条）、事業場外
労働に関する協定の締結・届出（第３８条の２）、
専門業務型裁量労働制に関する協定の締結・
届出（第３８条の３）、年次有給休暇（第３９条）、
最低年齢（第56条）、年少者の証明書（第57
条）、年少者の帰郷旅費（第6４条）、産前産後
の休業（第65条）、徒弟の弊害の排除（第6９
条）、職業訓練に関する特例（第7０条）、災害
補償（第75～８８条）、就業規則（第８９条）、寄
宿舎（第９４～９6条）、申告を理由とする不利
益取扱禁止（第１０４条）、報告の義務（第１０４
条の２）、国の援助義務（第１０5条の２）、法
令規則の周知義務（第１０6条）、労働者名簿（第
１０7条）、賃金台帳（第１０８条）、記録の保存（第
１０９条）が適用される。
　同様に、派遣先に対しては、均等待遇（第
３条）、強制労働の禁止（第５条）、公民権行
使の保障（第７条）、労働時間（第３２条）、休
憩（第３４条）、休日（第３5条）、年少者の労
働時間及び休日（第6０条）、年少者の深夜業

（第6１条）、年少者及び妊産婦等の危険有害業
務の就業制限（第6２条）、年少者及び女性の
坑内労働の禁止（第6３条）、産前産後の時間
外・休日・深夜業（第66条）、育児時間（第
67条）、生理日の就業が著しく困難な女性に
対する措置（第6８条）、徒弟の弊害の排除（第
6９条）、申告を理由とする不利益取扱禁止（第
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か。最初に、我が国におけるいくつかの人的
資源管理の文献から人的資源管理という概念
について整理をおこなってみたい。
　岩内亮一（２００４）では、人的資源管理が成
立する条件を以下の３段階に分けて捉えてい
る。すなわち、第１段階は、学歴や職務上の
区分による集団別な管理の枠組みの消滅によ
る、人的資源管理の対象の一元化。第２段階
は、個人の属性によってではなく、業績によっ
て評価され処遇されるシステムの確立。第３
段階は、社会的正義にもとづく平等の原則の
達成をもって、はじめて人的資源管理の理念
が実現されるとし、正義と公正を基礎とする
人的資源管理観を強調している１８。
　奥林康司（２００３）では、主として以下の３
点の発想の下で従業員に対する各種の施策が
導入され、それらを総称している概念である
とする。すなわち、第１に、人的資源という
表現のなかに従来の人事労務管理を人材の育
成・能力開発として重視する視点が含まれて
いる。第２に、人事労務管理制度と企業の経
営戦略との結びつきが重視されてきた。第３
に、労働組合の組織率も低くなり、経営主導
で新しい制度や考え方が導入されるように
なった点をあげている１９。
　高橋俊介（２００４）では２０、事業ビジョンと
組織・人材ビジョンは、表裏一体の関係であ
ることを強調し、顧客接点の創造的価値提供
モデルの確立を目指す、その中核的機能を果
たすものが人材マネジメントと位置づけてい
る２１。
　平野文彦（２００３）では、企業独自の戦略的
な「人」活用を重視しながらも、専門的人材
や短時間勤務者に典型的にみられるような活
用すべき「人」の幅の拡大や、アウトソーシ
ングといった企業の枠を超えての「人」の有

うこと。③企業における秩序の維持、確保の
ための指示等（労働者の服務上の規律や配置
など）を自ら行うこと。第二に、請負契約に
より請け負った業務を自己の業務として当該
契約の相手方から独立して処理するものであ
ること。具体的には、①業務の処理に要する
資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、
かつ、支弁すること。②業務の処理について、
民法、商法その他の法律に規定された事業主
としてのすべての責任を負うこと。第三に、
単に肉体的な労働力を提供するものではない
こと。具体的には、①自己の責任と負担で準
備し、調達する機械、設備や機材（業務上必
要な簡易な工具を除く）または材料もしくは
資材により、業務を処理すること。②自ら行
う企画または自己の有する専門的な技術もし
くは経験に基づいて業務を処理すること。
　つまり請負人材とは、請負事業主によって
直接雇用される労働者であり、注文主とは「就
業場所」としてのつながりを除き、基本的に
直接的関係を有しないものであることが確認
される。また、請負事業主は「就業場所」の
提供を注文主より受けるものの、使用する機
械や材料などの一切を自ら用意することが必
要となる。すなわち、いわゆる偽装請負の問
題のなかで指摘される、請負人材が他のタイ
プの人材と混然一体となった就業、あるいは
注文主企業の担当者から直接に指示あるいは
指揮命令を受けて就業することは認められな
い。結果として、請負人材に対する労働基準
法上の使用者としての責任は請負事業主が負
うべきとなる１７。

₃．人的資源管理概念の整理

　非正規従業員は人的資源管理の文脈のなか
でどのように位置づけることができるだろう
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用関係のない派遣人材に対して派遣先が労働
基準法上負うべき責任は多くない。しかし、
２００４年３月に製造業への人材派遣の解禁に伴
い、これまで以上に労働安全衛生により多く
の注意を向ける必要があるといえる。例えば、
派遣先には、「職場における安全衛生を事業者
の責務」（安衛法第３条）や「労働者の危険
又は健康障害を防止するための措置」（同法
第２０～２８条）などの責任を負うことが示され
ている。同様に請負人材についても、管理監
督責任の大半を負うべきは請負事業主である。
　上述の文脈のなかで派遣人材や請負人材を
扱うことは、前節の人的資源管理の概念整理
によるところの「③従業員に対する管理活動
の包括的な概念」のなかでも、前出の八代充
史氏の定義を借りると「人事管理」から「雇
用管理」の概念を除いた領域を中心に取り上
げられてきたことになる。また、直接的な雇
用関係がないことから、「④人材育成」や「⑤
評価・処遇」についてはここでの中心的課題
に該当しないことになる。ここで考察すべき
点は、「⑥管理の対象となる“人”の拡大」が、
企業内部にとどまらず外部に拡大していくな
かで、人的資源管理の領域として議論するに
は、少なくとも「①経営理念（提供すべき価
値）との連関を重視」や「②経営戦略との連
関を重視」と結びついた議論が展開されなけ
ればならないといえる。それらを通じ「⑦正
義と公正に向けた管理観の醸成」に向かうこ
とが外部人材を含む非正規従業員の人的資源
管理を考察の対象として取り上げる意義であ
ると考える。
　経営理念あるいは経営戦略と人的資源管理
の接点を考察していくうえで、ここでは「顧
客」をキーワードとして取り上げる。「顧客」
あるいは「顧客満足」については、今日のマー

効活用が含まれると定義している２２。
　村上良三（２００5）では、その特徴について、
①人事労務管理と経営戦略の整合性を図る新
しいマネジメント分野である。②システムズ・
アプローチにもとづく展開。③総合的なアプ
ローチによる展開（評価という日常のマネジ
メントとのリンクが必要）。④人事スタッフ
のみでなく、他部門のスタッフや事業部門と
の協力によって効果的な運用を図る総合的な
システム、と４点をあげている２３。
　八代充史（２００２）では、「人的資源管理」を
他の近接する概念との関係のなかで、以下の
ように捉えている。すなわち、①「雇用管理」
…採用から配置・異動を経て退職に至る一連
の管理。②「人事管理」…①に賃金、労働時
間、教育訓練などを含めたもの。③「労務管
理」…②に福利厚生、人間関係、労使関係を
含めたもの。④「人的資源管理」…③に人事・
組織制度やトップマネジメントの関与を含め
た企業の従業員に対する管理活動の最も包括
的な部分と定義している２４。
　これらの定義は、論者間で見解や論の組立
などにも相違があり、必ずしも一致するもの
とはいえないが、重複する要素を取り出し、
本稿では人的資源管理の概念を捉える要素を
以下のように再整理しておくこととする。①
経営理念（提供すべき価値）との連関を重視、
②経営戦略との連関を重視、③従業員に対す
る管理活動の包括的な概念、④人材育成の視
点を重視、⑤個人の属性ではなく、業績によ
る評価・処遇のシステムの確立、⑥管理の対
象となる「人」の拡大、⑦正義と公正に向け
た管理観の醸成、とする。

₄．人的資源管理と派遣人材・請負人材

　第２節で確認してきたように、直接的な雇
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シャル・ハラスメントやパワー・ハラスメン
トなどである。
　これまで非正規従業員の雇用に関しては、
賃金や労働時間など労働条件に関するものを
中心に議論されてきたが、これらの雇用管理
の領域においても、労働者の安全管理あるい
はメンタルヘルスの領域をも含んだ範囲にま
で、その考察すべき対象は拡大しているとい
える。雇用主である派遣元や請負事業主がそ
の責任の多くを負うべきであることは当然で
あるが、それ以上に、活用企業の外部人材を
含む非正規従業員に対する基本的なスタンス
が問われる。
　同時に、仕事を通じて創出される価値に対
して、活用企業だけでなく、派遣元や請負事
業主も関心を払い、労働者へ浸透させること
がなければ、活用企業の経営の質を維持・向
上させることは困難となり、長期的に競争力
低下につながるではないかと考える。今後、
この点に検討を加えることが残された課題の
１つである。
　その一方で、日雇い派遣労働者の問題など
人材派遣の実態をより一層分かりにくくさせ
る分野も広く活用されるようになってきてい
る点は３０、人的資源管理の考え方との整合に
おいて十分に検討されなければならない課題
であろう。「人材のマッチング」というより
は「労働力の振り分け」に近い状況が存在し
ていることは、求人誌における広告などから
も理解できる。しかしそれは、１９４４年のILO

総会で採択されたいわゆるフィラデルフィア
宣言において再確認されている「労働は商品
ではない」という基本原則にも反する状況と
もいえ、もはや“人的”資源とは言い難い。
　これまで著者は、人材派遣は労働力需給の
調整メカニズムとして有効に機能することに

ケティング戦略のなかでは必須項目の１つで
あることは自明であるが、経営理念あるいは
経営戦略のなかで「顧客」を捉えると、顧客
の満足あるいは顧客への価値の提供がその中
心課題となる。満足や価値それ自体だけでな
く、それらを創出する主体としての人間に関
心を払わなければ、実現されることのないも
のになるであろう。すなわち、顧客価値とは

「企業の提供する製品、サービス、イメージ、
専門知識、接客態度などで顧客が抱く総合的
な印象によってくだす顧客の判断・評価２５」
と定義されるように、企業から提供されるあ
らゆる事象が顧客による評価に影響している
のであり、それらを生み出す主体としての人
間にこそ、最大の関心が払われなければなら
ない２６。それは、Druckerが人的資源について、
道徳的・社会的・人格的存在たる人間の特質
を意識した仕事の組織を考えなければならな
いと説くように、人間は自己の働きについて絶
対的な支配力を持つとの考えにも符合する２７。
それゆえに、人的資源が主体性をもって働く
ことを可能にする環境を検討することのなか
には、事業や仕事を通じて体現される「顧客
にとっての価値」が包摂されることが必要に
なるのではないだろうか。

₅．まとめと今後の課題

　人的資源管理に関わる問題として派遣人材
や請負人材を扱うか否か、あるいは扱う場合、
どのように位置づけるべきなのかは、必ずし
も多くの文献に明示されているわけではない。
一方で、職場における活用は積極的に展開さ
れ、その職場で発生する問題もすでに表面化
している。例えば、偽装請負と結びついた「労
災隠し」の問題２８、製造現場における派労働
者の労働災害の急増２９や派遣先におけるセク
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（１９９5）pp. ３１- ３４を参照。

７　梶原豊（２００２）、pp. 6８- 6９、金子義幸（２０００）

pp. 55- 56や谷内篤博（２０００）pp. １6３- １65など、

人的資源管理の多くのテキストでも紹介されてい

る。

８　新・日本的経営システム等研究プロジェクト

（１９９5）pp. ３１より引用。

９　厚生労働省（２００４a）における個人調査アンケー

トの結果による。

１０　就業形態の多様化に対する批判的な見解として

中野麻美（２００7）があげられる一方で、積極的推

進を説く見解として八代尚宏（１９９９）があげられる。

１１　人材派遣および請負など「雇用的」関係の広が

りについては、拙稿（２００5）pp. １４7- １5２を参照。

１２　人材派遣法の成立と改正の経緯等については拙

稿（２００３）pp. 6３- 7１を参照。

１３　高梨昌（１９８5）pp. ２- 7を参照。

１４　同上p. 7を参照。

１5　「労働者派遣・請負を適正に行うために」（厚生

労働省発行によるパンフレット）を参照。

１6　厚生労働省（２００４b）によると、派遣労働者に

よる主な苦情は、「賃金」（２８．０％）、「業務内容」

（２１．９％）、「就業日・就業時間・休憩時間・時間

外労働・休暇」（１４．7％）、「人間関係・いじめ」

（１３．5％）があげられている。

１7　ただし、請負と安全管理に関する問題について、

公共工事においては、発注者と施工業者が、安全

配慮義務を分担し責務を負っていることが一般的

な考えになっている。具体的には、刑事的な責任

として、安全衛生法第３条第３項「注文者の責務」、

安全衛生法第３１条の３「違法な支持の禁止」、刑

法第２１１条「業務上過失致死死傷等」、民事上の責

任として、民法7１6条「注文者の責務」などがあ

げられる。

１８　岩内亮一（２００４）pp. ３7- ３８を参照。

１９　奥林康司（２００３）pp. ３- ４を参照。

２０　高橋俊介氏の著書においては、「人的資源管理」

という用語は用いられておらず、「ヒューマン・

リソース・マネジメント」についての基本定義で

ある。

２１　高橋俊介（２００４）pp. １４- ２5を参照。

より、その意義が強く認められるべきである
ことを主張してきた３１。特に専門性の高い分
野においてその機能を果たすことを強調して
きたが、今日においては派遣対象業務が原則
自由化され、人材派遣法制定当時の前提は大
きく変化した。必ずしも人材派遣として一括
りに論じることが適切ではない状況にある。
同様に、請負人材についても、本来は請負事
業主のもとで人的資源管理上の諸問題が完結
すべきであるが、特に、親企業をもたない独
立系の請負事業主に雇用される労働者の中に
は、注文主である就業先企業における曖昧性
を伴った就業実態などがあることは否定する
ことは難しく、請負人材の位置づけを分かり
にくくさせている。労働は商品や機能ではな
く、人間それ自体であることを労使ともに認
識できるために必要なことを模索しなければ
ならない。
　最後に、人的資源管理の概念整理の中で「⑦
正義と公正に向けた管理観の醸成」について
取り上げたが、本稿においてその考察を行わ
れていない点を課題としてあげなければなら
ない。必ずしも望ましくないかたちで雇用形
態の多様化が進行している現状に対して、「働
く者」にとって、あるいは管理の文脈のなか
で正義や公正の概念を整理に向けた検討を行
う必要があると考えている。

注
１　横山源之助（１９４９）pp. ２３- ２８を参照。

２　農商務省出版（１９０１）pp. １３を参照。

３　中條毅（１９８８）pp. 6３- 7９を参照。

４　筒井清子（２０００）pp. ８４- ８6を参照。

５　拙稿（２００４）pp. ２１８- ２２０を参照。

６　新・日本的経営システム等研究プロジェクト
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朝日新聞（２００7）、「連合・高木会長、日雇い派遣禁

止を経営側に要請」、９月２１日夕刊

朝日新聞特別報道チーム（２００7）、『偽装請負』、朝

日新書

岩内亮一（２００４）、「人的資源管理の課題」、岩内亮一・

梶原豊編著『現代の人的資源管理』、学文社

奥林康司（２００３）、「人的資源管理の生成」、奥林康

司編著『入門　人的資源管理』、中央経済社

梶原豊（２００２）、『人的資源管理論』、同友館

金子義幸（２０００），「雇用管理」、服部治・谷内篤博編『人

的資源管理要論』、晃洋書房

厚生労働省（２００４a）、「平成１5年就業形態の多様化

に関する総合実態調査結果」

厚生労働省（２００４b）、「派遣労働者実態調査」

厚生労働省（２００7）、「日雇い派遣労働者の実態に関

する調査」

佐藤知恭（１９９5）、『顧客満足を超えるマーケティン

グ－企業は消費者から選ばれている－』、日本

経済新聞社

佐野陽子（１９８９）、『企業内労働市場』、有斐閣

新・日本的経営システム等研究プロジェクト（１９９5）、

『新時代の「日本的経営－挑戦すべき方向とそ

の具体策」、日本経営者団体連盟

中條毅（１９８８）、「雇用形態」、中條毅・菊野一雄編著『日

本労務管理史　①雇用制』、中央経済社

筒井清子（２０００）、「女性パートタイム労働」、赤岡功・

筒井清子他著『男女共同参画と女性労働』、ミ

ネルヴァ書房

農商務省出版（１９０１）、『職工事情』、生活社版

平野賢哉（２０００）、「労働者派遣市場の労働力需給調

整機能に関する一考察」、経営哲学論集，第１6

集（２０００年１０月）

平野賢哉（２００３）、「派遣労働市場の変化と新たな機

能に関する考察」、星稜論苑、第３２号（２００３年

１２月）

平野賢哉（２００４）、「非正規従業員の雇用管理におけ

る課題‐パートタイム労働者と正社員の格差の

視点から‐」、実践経営、No. ４１（２００４年４月）

平野文彦（２００３）、「人的資源管理の基礎」、平野文彦・

幸田浩文編『人的資源管理』、学文社

村上良三（２００5）、『人事マネジメントの理論と実践

２２　平野文彦（２００３）pp. 6- ８を参照。

２３　村上良三（２００5）pp. ２１- ２３を参照。

２４　八代充史（２００２）p. １を参照。

２5　佐藤知恭（１９９5）pp. ９９より引用。

２6　横澤利昌（１９９８）においては、顧客価値経営を「顧

客価値を自社の事業経営の中核にすえるマネジメ

ントである。顧客満足をマーケティング戦略とし

てでなく、経営戦略として位置づけ、真に顧客に

価値を提供できる企業を目指すものである。顧客

との関係をボーダーレスな協創関係とする新たな

経営スタイルである…」としている。

２7　Drucker（１９5４）pp. ９5- ９6を参照。

２８　詳細は、朝日新聞特別報道チーム（２００7）

pp. １7９- １９８を参照。

２９　読売新聞（２００7）では、大阪労働局による分析

を紹介している。それによると、２００6年中に派

遣先で事故にあった労働者の総数は１４6人であり、

うち6４人が製造業における事故であるとしている。

２００7年度においても８月２９日現在で、８９名のうち

5１名が製造業における発生である。また、２００6年

度の被災者の経験年数は１年未満が７割を超える。

３０　厚生労働省（２００7）の定義によると、日雇い派

遣労働者とは派遣労働者のうち１日単位の雇用契

約で働く者を指す。また、朝日新聞（２００7）によ

ると、日本労働組合総連合の高木剛会長は、２００7

年９月２１日に行われた経済同友会との懇談会のな

かで、ワーキングプア（働く貧困層）の温床になっ

ているとして「日雇い派遣の禁止」を求めている。

３１　拙稿（２０００）pp. 57- 6３を参照。
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